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○川合孝典君　派遣労働で働かれる方がそのマージン率というものをきちんと把握できるという、

要は透明性を高めるということについては趣旨はよく分かるんですけれども、私懸念しております

のは、マージン率が低いところの方が要はきちんと手取りが多くなっているという理解で、その一面

だけで派遣労働者の方が御判断された場合に、結局、福利厚生だとか大切な働く人の保護、権

利にかかわる部分というものを無視してマージン率で物事を判断しやしないかということを非常に

実は懸念しております。当然、派遣事業主の方々の御負担ということも考慮しなければいけないで

しょうけれども、私聞いております限りは、きちんとそうした対応をやっておられる派遣事業主の

方々に関しては、人材育成や福利厚生のためにどういうことをやっているのかということをきちんと

むしろ出してもらった方が我々のやっていることを御理解いただきやすいということをおっしゃって

いる方もおられます。

　大切なことは、優良な事業主を併せてたたくことではなくて、本来守らなければいけないことを守

らずにやっておられる方をどう排除するのかということでありますので、私は、是非とも、この福利厚

生や労働者の保護にかかわる部分のことについては是非それも公表するという形で運用の方を

進めていただきたいということを申し添えさせていただきたいと思います。

　続きまして、岡本議員に、済みません、今日はお忙しいところをお運びいただきましてありがとう

ございます。三十五条の三、いわゆる日雇派遣の関係についてお伺いを申し上げたいと思います

が、今回の修正案では、日雇派遣について、雇用の機会の確保が特に困難であると認められる

場合、それから、その他の場合で政令に定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について

労働者派遣を行ってはならないと、こういう形の修正が掛けられておるわけでございますけれども、

では、これそれぞれどのような労働者を具体的に想定してこのように修正を掛けられたのかというこ

とについて御説明を願いたいと思います。

○衆議院議員（岡本充功君）　御質問いただきました衆議院での修正により追加されました雇用

の機会の確保が特に困難であると認められる場合その他の場合とはどういうものを指すのかという

御質問でありますが、派遣労働者が高齢者、昼間学生、副業として従事する者、主たる生計者で

ない者である場合を想定しております。

　具体的な内容につきましては、いずれにせよ政令で定められる、労政審を経て政令で定められ

るというふうに理解をしておりますが、政府におかれましても日雇派遣の実情を十分踏まえて対応

していただきたいと、このように思っております。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

○川田龍平君　みんなの党の川田龍平です。

　労働者派遣法の修正案は、昨年の十一月中旬に、民主党と自民党及び公明党との間の協議に

おいて作成されたと聞いておりますが、ここで修正案の策定過程について伺います。

　そこが見えないからこそ、国民そして労働者が不信を持っているのです。これは民主主義の問

題ですので、真摯な御回答をお願いいたします。

　まず、民主党が原案から修正しようと検討した時期、修正検討に至る経緯を詳細に御報告くださ

い。また、その際に、これだけは譲れないという条件など、民主党厚生労働部門会議などで野党と

の交渉の前提となる修正提案について重点を置いた論点を併せてお示しください。

○衆議院議員（岡本充功君）　多岐にわたる御質問をいただきました。もしちょっと答弁漏れが

あったら、後でもう一回聞いてください。



　民主党としては、二十二年四月に労働者派遣法改正法提出以来、成立をするべく願ってきたわ

けでありますが、現実的には、二十二年の四月以降この法案の質疑が衆議院では行われたもの

の、なかなか可決するという状況にならなかったと。そうこうしているうちにねじれ国会になって、な

かなか審議ができない状況が続いていると。

　こういう状況の中、昨年になりまして、御存じのように東日本大震災もあり、急激な円高だとか欧

州の債務危機だとか、改正案を取り巻く環境が変化をする中で、やっぱりこれの中でも重要な部

分を通すべきじゃないかと。全体で、パッケージでそのまま無修正で行って通るということがあれば

なおさらいいことでありますけれども、そうでなくても通すべきところを通そうじゃないかと、こういう

考えの下、昨年の秋以降、自民党、公明党さんとの協議が進んできたという中であります。

　もちろん、労働者の保護規定をできる限り維持するべきだという考えもあり、御存じのように、例え

ば日雇派遣の原則禁止だとか労働契約申込みみなし制度の創設など、そういう様々な制度を何と

か残したいという思いを持ちながら修正をしてきて、結果として現在の修正案ができてきたところで

ございます。

　そういう意味では、今お話がありましたように、国民の皆さんから全てがオープンで見えている議

論ではなかったところはありますが、私たちとしては、進めるべきものがまとまったと、このように理

解をしているところであります。

○川田龍平君　次に、自民党など野党側としては、民主党に対し、いつごろからどのような論拠で、

どのような論点を重視して修正を要望し、議論したのかをお示しください。

○川田龍平君　もう一つ、与野党の先生方に確認させていただきたいんですが、与野党とも、民

主党、自民党、公明党以外の少数政党などとの協議はしたのでしょうか。しなかったとしたらどのよ

うな理由でしなかったのか、それぞれお答えください。

○衆議院議員（岡本充功君）　また私の方から話をさせていただきますと、与党としてこの法案を

通したいという思いがあって、そしてこの法案を修正をしてでも通すというお呼びかけをしたのはま

さに与党である我々であり、それに応じていただいたということであって、自民党、公明党さんから

他の会派にという話ではなくて、私たちが呼びかけたと、こういう姿であります。

　そういう意味でいいますと、なぜ自民党、公明党さんにお声かけをしたかといえば、先ほどお話も

ありましたけれども、自民党、公明党さんは一定の考え方をお示しをされている中、この国会にお

ける会派でいうと議席の多い会派でありますので、そこにお声かけをするというのはある意味当然

我々の中で考える選択肢としてはあるのかなと、こういうふうに思っております。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

○田村智子君　リーマン・ショックが一つの原因となって派遣切りが起きた、ここに大きな問題があ

るんだというその認識があったということが、趣旨説明でも本会議の議論でもこれは明らかに示さ

れたと思うんですね。

　それでは、私は提案者の方にお聞きをしたいと思います。

　この修正案というのは、製造業派遣への禁止は何一つとして行うべきではないというものです。

手を付けるなと、こういう修正案ですよね。それでは、二〇〇八年の派遣切りは何も問題なかった、

今後このような事態を未然に防ぐような政策は必要ない、そういうことなのか、自民党の提案者、民

主党の提案者、それぞれお答えください。

○衆議院議員（岡本充功君）　何一つないわけじゃなくて、これ検討していくわけですよね。そうい

う意味では何一つないわけではないんですけれども、一方で、今お話がありました、確かに二〇

〇八年の派遣切りをどう考えるかという論点はあると思います。現に多くの方がこういう形態で働い

ているのもまた事実です。



　一方で、様々な労働を取り巻く法整備をしていかなきゃいけないというのは、現時点で、私は政

府側ではありませんけれども、国会の側として既に提出されている法案の中にもあるという理解を

しています。例えば、労働契約法の改正なども、まさにこれから先、有期の労働者の皆さん方のい

わゆる労働者性についての保護する、こういったことを補完するものでありますので、こういった法

律も併せて対策を取っていくということでありまして、今お話がありましたように、未然に防ぐための

措置をとっていくという意味においては様々な法律とともに行っていくんだろうと、このように理解を

しております。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

○田村智子君　それで、修正案ではその二か月は長過ぎると、三十日以内だと。先ほどお答えが

あって、雇用保険加入の義務付けが三十一日以上だということだったんですけど、私、これは労

働者の保護になるというふうにはならないと思うんですよね。

　日雇派遣の方というのは、失業状態か分からないじゃないですか。日々仕事があるかどうか分か

らない。あなた、雇用保険に入っていますから失業手当受け取れますよなんということにならないと

思うんですけど、これは何でこれで労働者が保護できるというふうにお考えになったのか、お答え

できますか。

○衆議院議員（岡本充功君）　何をもってこの日数とするかというのは、今委員がお話しになられ

たとおりで、もう既に議論があったと思いますが、労働者の保護、様々な観点があると思っていま

すけれども、雇用保険を掛けて派遣元事業主が適正な雇用管理責任を果たすことで派遣労働者

の保護は図られるというふうに理解をしているところでありまして、先ほど答弁があったと思います

けれども、我々としてはこれを三十日というふうにしたところでございます。

○田村智子君　これは専門二十六業務の中の十七・五業務と。つまり、専門性があるので、専門

業務に登録型派遣が認められていて、仕事があるときだけの雇用契約でもそういう皆さんはスキル

があるから大丈夫ですよと、日々渡り歩いても大丈夫ですよというような規定だと思うんですね。

　私、これもどうかと思うんですね。先ほどから派遣元の責務ということが議論されていますけれども、

専門的なスキルがあればなおのこと研修の期間が保障されて、その派遣元で自分のスキルアップ

ができていくような、そういう雇用形態だって必要なはずで、それが登録型でいいのか、日々雇い

のような職場にどんどん行かされるということでいいのかと、ここは大いに議論しなければいけない

と思います。

　加えて、修正案はそれだけでは足りないと、もっと広げろという規定が加わっています。雇用機

会の確保が特に困難であると認めた場合とその他政令で定める場合。非常に曖昧な規定で、これ

も先ほどお答えがあったので、どういう人かといったら高齢者、六十歳以上でしょうか、それから学

生、副業の方、主たる生計者ではない者。

　私、この主たる生計者ではない者というのは実は非常に幅が広くなっちゃうんじゃないだろうかと

思うんですよ。親と同居している若者、入りますよね。夫婦共働きでどちらも不安定な働き方、どっ

ちが主たる生計者か分からない、こういう人たちもみんな日々雇いの、日雇派遣の、やっていいと、

そういう対象になっちゃうんですか、どうですか。

○衆議院議員（岡本充功君）　主たる生計者じゃない者というのは、主には主婦で、御主人が働い

ていて仕事に出るというような人などを想定をしていますが、先ほど御答弁させていただきましたよ

うに、これにつきましては政令で定めることとなっていますので、労政審の議論を経て決まるので

はないかと、このように考えております。

○田村智子君　こうやって曖昧に広げておきながら、あとは労政審で審議しますなんて、こんな無

責任なことないと思いますよね。規制する幅を緩めちゃって、あとは労政審ですよと。法案の条文



は非常に曖昧で、本当にこれからの検討なんていうのは、私は認められないですよ。

　しかも、修正案で加えられたこの中身というのは、例えばこういう仕事は三十日未満になる可能

性が高いと、だからこういう業務については日々雇いも日々派遣も、これは認めましょうというのと

は違うんですよ。こういう人は仕事に就くのが難しいから日雇派遣でもいいでしょうと。一番就職が

苦しくて一番弱い立場にあるような人たちに日々派遣でいいよというふうにしちゃっている。

　こうなったらどうなりますか。これまで社会問題で起きてきたのは、そういう本当に社会的に弱い

立場ですよ。なかなか仕事に就けない、まさに雇用の機会の確保が困難な方々、そういう方々が

食いつなぐためにやむを得ず日々雇いに入っていくと。そして、どうなるか。もう物のように扱われ

るわけですよね。危険な作業もやらされる。体に大きな負荷を与える作業も、あしたこの人潰れ

ちゃっていいわけですよ、今日働いてくれれば。労働条件が劣悪な職場でも、意見言ったってあ

したはいなくなっちゃう、意見も言えない。

　事業者側が労働者の安全確保も脇に置いて使い捨てができるというシステム、この修正案、こう

いう規定がやられてしまったら、これは否定できなくなっちゃうんですよ。これでは、社会問題に

なった、どこ連れていかれるかも分からない、危険な業務でぼろぼろになっていく、こういう日雇派

遣、かつては社会問題になった日雇派遣、禁止するという保障にならないと思うんですけれども、

提案者はいかがですか。

○衆議院議員（岡本充功君）　委員の御指摘がある雇用の機会が不足して雇用の確保を緊急に

図る必要があるという方については高齢者を想定しているということは、これまでも答弁をしている

ところでありますが、高齢者の方にとって雇用の場を確保したいという思いも一方であるというのも

事実でありまして、そういう皆さん方の状況、これからもちろん高齢者に対しての雇用の確保の促

進を図る、これもまた別の法案ですけれども、政府案が出ているところでありまして、様々な対策を

経てこれは高齢者の雇用の確保を図っていくということでありますから、この法律だけで高齢者の

雇用の議論をしているわけじゃないということも一方で御理解をいただきたいと、そのように思って

おります。

○田村智子君　そうすると、派遣期間が契約が半年だったら半年になっちゃうのかということが疑

問として出てくるわけですよ。これは、実態に即してということを衆議院の方での議論では大臣が

御答弁なさっていますので、救済措置だということが明確になるような規定を是非やっていかなけ

ればならないと、そのことを強く求めたいと思います。

　修正提案者にお聞きをいたします。

　修正案では、みなし雇用の施行は三年先だと。それで、先ほどの議論を聞いていたら、三年先

で、いや、みなし雇用って規定はやっぱりきついんじゃないか、要らないんじゃないかという結論

があるかのような答弁までされて驚きました。これ三年先に延ばしたら、労働者の救済なんです、

救済をそんな先延ばしにするという理由が私は分からない。お答えください。

○衆議院議員（岡本充功君）　ちょっと冒頭、先ほど私、労働者性の保護と一問目答えたかもしれ

ませんが、労働者の保護です。済みません、訂正させてください。

　その上で、今御指摘がありました今回の修正案で法施行から三年経過後に先延ばししたのは何

でだというお話でありますけれども、いつから施行するかというのは様々な議論がありますけれども、

やはり労働者の意見それから使用者側の意見を聞きながら、それはおのずと法律で決めていくと、

こういうことだろうと思っています。

　確かに、できるだけ早く施行してほしいという労働者の皆さんの声があるのも承知をしていますし、

一方で、これについてきちっと周知徹底をしてほしいということ、この規定が適用されることについ

て一定程度の懸念を示している経営側もいらっしゃるという中で、今回この法案の修正を図って成

立をさせるということにまず意義があると考えて私はこの修正を提案をしたところでございます。




